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株
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(
約
款
の
効
力
) 

第
１
条 

当
社
の
経
営
す
る
自
動
車
道
事
業
に
関
す
る
供
用
約
款
は
、
特
約
の
あ
る
場
合
を
除
き
こ
の

約
款
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
令

の
規
定
又
は
一
般
の
慣
習
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

(
供
用
区
間
) 

第
２
条 

当
社
に
お
い
て
経
営
す
る
自
動
車
道
事
業
の
供
用
区
間
は
つ
ぎ
の
と
お
り
と
す
る
。 

起
点 

東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
２
０
２
番
地
先
(
蓬
莱
橋
) 

終
点 

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
２
０
２
番
地
先
(
新
京
橋
) 

延
⾧ 

2,004.004 m
 

 

(
使
用
料
金
) 

第
３
条 

当
社
は
本
自
動
車
道
の
使
用
料
金
を
無
料
と
す
る
。 

 

(
供
用
の
拒
絶
) 

第
４
条 

当
社
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
自
動
車
道
の
供
用
を
拒
絶
し
、
そ
の
使

用
者
を
自
動
車
道
か
ら
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

自
動
車
の
使
用
が
、
法
令
又
は
保
安
上
の
供
用
制
限
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
。 

自
動
車
の
使
用
が
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
場
合
、
も
し
く
は
他
の
自
動

車
の
通
行
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
。 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
、
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
団
体
の
主
催
す
る
特
別
な
各
種
催
し

物
の
場
と
し
て
使
用
す
る
た
め
、
一
時
閉
鎖
す
る
場
合
。 

天
災
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
自
動
車
の
通
行
に
支
障
が
あ
る
場
合
。 

 

(
係
員
の
指
示
) 

第
５
条 

使
用
者
は
、
当
社
の
係
員
が
自
動
車
道
の
安
全
の
維
持
又
は
交
通
整
理
の
た
め
に
行
う
職
務

上
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

(
責
任
の
始
期
及
び
終
期
) 

第
６
条 

自
動
車
道
の
使
用
者
に
対
す
る
当
社
の
責
任
は
、
使
用
者
が
自
動
車
道
に
進
入
し
た
時
に
始

ま
り
自
動
車
道
か
ら
退
去
し
た
時
に
終
わ
る
。 

  

(1) (2) (3) (4) 

2, 
0 
0 
4, 
0 
0 
4 
m 



(
当
社
の
責
任
) 

第
７
条 

当
社
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
怠

た
た
め
、
前
条
の
期
間
内
に
お
い
て
自
動
車
道
の
使

用
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
こ
れ

を
賠
償
す
る
。 

使
用
者
の
故
意
又
は
過
失
。 

当
社
の
責
任
に
よ
ら
な
い
自
動
車
相
互
の
接
触
又
は
衝
突
。 

盗
難
そ
の
他
第
三
者
に
よ
る
損
害
。 

天
災
地
変
そ
の
他
の
不
可
抗
力
。 

 

(
使
用
者
の
責
任
) 

第
８
条 

使
用
者
は
、
自
動
車
道
お
よ
び
付
属
す
る
設
備
を
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
毀
損
し
た
場
合
、

こ
れ
を
原
状
に
復
し
、
こ
れ
に
関
わ
る
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

(
所
在
不
明
の
相
手
方
に
対
す
る
通
知
) 

第
９
条 

当
社
の
経
営
す
る
自
動
車
道
事
業
に
関
し
、
通
知
又
は
催
告
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

相
手
方
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と

き
は
、
通
知
又
は
催
告
す
べ
き
事
項
を
公
衆
の
見
易
い
よ
う
に
掲
示
し
て
こ
れ
に
代
え
る
。 

    

２

前
項
の
掲
示
を
開
始
し
た
日
か
ら
２
週
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
又
は
催
告
は
相

手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

以 

上 

(1) (2) (3) (4) 



自
動
車
道
事
業
の
保
安
上
の
供
用
制
限 

東
京
高
速
道
路
株
式
会
社 

１

自
動
車
の
⾧
さ
、
幅
及
び
高
さ 

⾧
さ 

 
 

 

１
２

０ 
m

 

以
下 

幅 
 

 
 

 
 

２

５ 
m

 

以
下 

高
さ 

 
 

 
 

３

５ 
m

 

以
下 

 

２

自
動
車
の
重
量
(
車
両
の
総
重
量
) 

２
０
ｔ 

以
下 

 

３

自
動
車
の
最
高
速
度 

毎
時 

 

４
０ 

km
 

東
京
都
公
安
委
員
会
の
規
制
に
よ
る
。 

 

４

通
行
を
禁
止
す
る
車
両 

(1) 

カ
タ
ピ
ラ
を
有
す
る
自
動
車
、
そ
の
他
自
動
車
道
を
損
傷
す
る
恐
れ
の
あ
る
構
造
及
び
装
置

を
有
す
る
自
動
車
。 

(2) 

東
京
都
公
安
委
員
会
の
規
制
す
る
下
記
の
車
両
。 

① 

大
型
自
動
車(

路
線
バ
ス
を
除
く) 

② 

大
型
特
殊
自
動
車 

③ 

特
定
中
型
自
動
車(

路
線
バ
ス
を
除
く) 

④ 

軽
車
両 

⑤ 

小
型
自
動
二
輪
車 

⑥ 

ミ
ニ
カ

 

⑦ 

二
人
乗
り
の
自
動
二
輪
車(

側
車
付
き
の
も
の
を
除
く) 

⑧ 

小
型
特
殊
自
動
車 

以 

上 

mm m 

km

(1)(2)


